私　学　課

目　　　　　次

総務・専各振興グループ　-------------------------------- 
小中高振興グループ　-------------------------------- 
幼稚園振興グループ　-------------------------------- 
事務執行概要
総務・専各振興グループ
（総務担当）

１　私立学校審議会の開催

　　学校法人の設立及び私立学校等の設置、廃止等に関する認可を行うにあたり、意見を聴　くため私立学校審議会を開催した。

　令和６年度私立学校審議会の開催
	
	 　開　催
	  eq \o\ad(開催年月日,　　　　　　　　　　　　)
	  eq \o\ad(諮問件数,　　　　　　　　　　)
	 　開　催
	  eq \o\ad(開催年月日,　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(諮問件数,　　　　　　　　　　)
	

	
	第１回
	6. 7.26
	　８件
	第３回
	7. 3.25
	１５件
	

	
	第２回
	6.12.20
	　１１件


	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	計
	
	３４件
	



　
〔諮問の内訳〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：件
	
	 　　区　　分
	 　　　　　学　　　　校　　　　種　　　　別
	 計
	

	
	
	 高等学校
	 中学校
	 小学校
	 幼稚園
	 専修学校
	 各種学校
	
	

	
	  eq \o\ad(法人設立,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	



２

２




１


１




２
３
６
１１





１

１





２

２

１





１

１





１

５
１

１

２
９

２





２

２





２

２





２





１４

１４

２





２

１５
１

４
２２
８
５０
	
	
	
	１
	
	１
	

	
	  eq \o\ad(学校設置,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	１
	
	
	
	２
	
	３
	

	
	  eq \o\ad(設置者変更,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  eq \o\ad(法人の解散,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	
	
	
	１
	
	１
	２
	

	
	  eq \o\ad(学校廃止,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	２
	１
	
	２
	４
	２
	１１
	

	
	 法人の組織変更
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  eq \o\ad(課程の設置,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	
	
	
	
	１
	
	１
	

	
	  eq \o\ad(課程の廃止,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	
	
	
	
	２
	
	２
	

	
	 学科の設置
	
	
	
	
	２
	
	２
	

	
	 学科の廃止
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 学則変更(収容定員)
	５
	１
	
	４
	
	１
	１１
	

	
	 学則変更(広域通信制)
	３
	
	
	
	
	
	３
	

	
	 学則変更(協力校設置)
	１
	
	
	
	
	
	１
	

	
	 学則変更(教育課程変更)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 学則変更(生徒納付金変更)
	２
	
	
	
	
	
	２
	

	
	学則変更(教育区域変更)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	目的変更
	
	
	
	
	４
	
	４
	

	
	その他
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	１４
	２
	
	７
	１６
	４
	４３
	


（注）一つの諮問案件に対して、複数の内容が含まれるため、諮問件数と内訳件数とは相違する。
　　　　〔諮問結果〕　適当である。　　　　　　　　　　　　　　　３３件
継続審議とする。　　　　　　　　　　　　　　１件

根拠法令等　　私立学校法第８条（注１）
（注１）私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第21号）による改正前の私立学校法の規定。
２　私立学校関係者に対する栄典及び表彰

　　私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校及び各種学校の関係者で功績顕著　なものについて、栄典候補者、文部科学大臣表彰候補者及び憲法記念日知事表彰候補者と　して推薦を行ったほか、教育長表彰を行った。

	
	 　　区　　　　　分
	 　　 eq \o\ad(受彰者,　　　　　　　　　　　　　　　)
	

	
	叙位・叙勲
	生存者叙勲　　０人
死亡叙勲　　０人
死亡叙位　　０人
	

	
	褒賞（藍綬）
	０人
	

	
	文部科学大臣表彰
	 　　　　　　　　２人
	

	
	知事表彰
	 　　５月　　　　５人
	

	
	教育長表彰
	１１月　　　　８人
	


　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　位階令

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春秋叙勲候補者推薦要綱及び褒賞条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育者表彰実施要項及び教員表彰実施要綱

（文部科学大臣表彰）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府表彰規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府私学教育功労者表彰要領

（調整担当）
１　大阪府育英会事業に対する助成
	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額

	
	

	
	
	
	
	うち特定財源

	

	
	令和６年度
	572,965千円
	470,362千円
	0円
	

	
	令和５年度
	580,618千円
	461,714千円
	0円
	

	
	令和４年度
	570,753千円
	490,620千円
	0円
	


　教育の機会均等を図るため、向学心に富みながら経済的理由によって修学の困難な者に対する奨学金の貸付事業等を行う公益財団法人大阪府育英会に対して、同会の運営に要する経費について補助した。
(1)　運営費補助金

       　     409,359,876円
(2)　高等学校等奨学事業費補助返還金　   27,503,389円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　地方自治法第 232条の２

　○　令和６年度　大阪府育英会奨学資金貸付状況　　　　　        〔参　考〕
	区　　　　分
	貸付人員
	貸付金額

	高等学校
	国公立
	新規
	2,258人
	224,184千円

	
	
	継続
	3,682人
	366,343千円

	
	
	
	5,940人
	590,527千円

	
	私　立
	新規
	3,164人
	420,890千円

	
	
	継続
	5,883人
	691,231千円

	
	
	
	9,047人
	1,112,121千円

	
	計
	14,987人
	1,702,648千円

	専修学校
高等課程
	私　立
	新規
	401人
	59,120千円

	
	
	継続
	655人
	96,056千円

	
	
	
	1,056人
	155,176千円

	合　　　　計
	16,043人
	1,857,824千円


  ○　令和６年度　大阪府育英会入学時増額奨学資金貸付状況　　　　      〔参　考〕
	区分
	貸付単価
	貸付人員
	貸付金額

	高等学校
	国公立
	100,000円以内
	1,756人
	174,920千円

	
	私立
	370,000円以内
	2,692人
	913,070千円

	
	計
	
	4,448人
	1,087,990千円

	専修学校
高等課程
	私立
	370,000円以内
	251人
	83,640千円

	合　　計
	4,699人
	1,171,630千円


２　大阪府大学修学奨学金の国庫返還
	
	年　度
	予　算　額

	
	

	
	
	
	決　算　額
　　　　　　　　　
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	4,908千円
	4,907千円
	360千円
	

	
	令和５年度
	11,100千円
	11,063千円
	637千円
	

	
	令和４年度
	12,428千円
	12,428千円
	637千円
	


　同和対策の一環として実施していた大阪府大学修学奨学金の返還金等のうち、国庫補助金相当分を国に返還した。
(1)　大学修学奨励費補助金返還金　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,907,333円
（専各振興担当）
１　私立専修学校、各種学校の認可、届出の受理及び指導

　　学校法人の設立の認可及び私立専修学校、各種学校の設置、廃止、解散の認可等を、私　立学校審議会の意見を聴いて行うとともに、私立専修学校、各種学校に関する各種の届出　事項を受理した。また、私立専修学校、各種学校の管理運営、学校法人化の促進等について　指導助言を行い、健全な育成に努めた。

　令和６年度認可及び届出件数
	(1) 認可等件数
	９０件

	
	法人設立
	１件

	
	法人解散
	　　１件

	
	設置者変更
	　　１件

	
	 eq \o\ad(学校設置,　　　　　　　　　　　　)
	１件

	
	 eq \o\ad(学校廃止,　　　　　　　　　　　　)
	　　６件

	
	課程の廃止
	２件

	
	寄附行為変更
	７０件

	
	目的変更
	　７件

	
	組識変更
	　０件

	
	学則（収容定員）変更
	　　１件


	(2)届出件数
	４７６件

	
	 eq \o\ad(校長変更,　　　　　　　　　　　　)
	４４件

	
	 eq \o\ad(学則変更,　　　　　　　　　　　　)
	２４６件

	
	 eq \o\ad(名称変更,　　　　　　　　　　　　)
	　８件

	
	校地・校舎変更
	３６件

	
	理事長（代表者）変更
	２４件

	
	 eq \o\ad(役員変更,　　　　　　　　　　　　)
	３９件

	
	位置変更
	７件

	
	寄附行為変更
	１件

	
	登記完了
	７０件

	
	清算結了届
	０件

	
	休校報告書
	１件


根拠法令等  学校教育法第４、10、13条、130条、131条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同法施行令第23条、24条の３、27条の３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　私立学校法第５、30、31、45、50、64条（注１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　同法施行令第２条（注２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　同法施行規則第２、４、13条（注３）
組合等登記令第２、３、６条
（注１）私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第21号）による改正前の私立学校法の規定。
（注２）私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する
政令（令和６年政令第209号）による改正前の私立学校施行令の規定。
（注３）私立学校施行規則の一部を改正する省令（令和６年文部科学省令第21号）による改正前の私立学校法施行規則の規定。
　　　　　　　　　　　　
２　私立専修学校、各種学校生徒知事賞

　　専修学校、各種学校の生徒で、学業に励み優秀な成果をおさめた者について、卒業時に　知事賞を授与した。
	区　　　　　　分
	受　賞　生　徒　数

	専　修　学　校
	１９３人

	各　種　学　校
	９人

	計
	２０２人


３　全国を先導する職業教育の展開

　「将来ビジョン・大阪」で掲げた「職業教育ナンバー１」を目指し高等学校や専修学校の生徒に対して職業教育の機会を提供するため、以下の団体の運営費の一部を負担した。


大阪進路支援ネットワーク（負担金）

４　私立専修学校高等課程の経常費に対する助成

	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	1,134,844千円
	1,132,546千円
	0千円
	

	
	令和５年度
	1,068,291千円
	1,060,845千円
	0千円
	

	
	令和４年度
	902,999千円
	895,552千円
	0千円
	


　　私立専修学校の高等課程の教育条件の向上を図り、在学している生徒の修学上の経済的　負担を軽減するとともに、学校経営の安定化を図るため、高等課程を設置する学校法人に　対し、その経常的経費について補助した。

　　この補助は、補助限度額を定め、学校法人会計基準の導入や、教育活動への支出状況等に応じ、一定の基準に基づき配分した。
	
	 　補助対象校
	 　申　請　数
	 　 eq \o\ad(補助件数,　　　　　　　　　　　　)
	 　 eq \o\ad(補助金額,　　　　　　　　　　　　)
	

	
	15校
	15校
	15件
	1,132,546千円
	


　　　　　　　　                     根拠法令等　　私立学校振興助成法第10条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方自治法第232条の２

５　私立外国人学校の経常費に対する助成

	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	


	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	57,288千円
	57,288千円
	0千円
	

	
	令和５年度
	64,372千円
	64,372千円
	0千円
	

	
	令和４年度
	62,139千円
	62,139千円
	0千円
	


　　私立外国人学校の教育条件の向上を図り、在学している生徒の修学上の経済的負担を軽　減するため、外国人学校を設置する学校法人に対し、その経常的経費について補助した。
	
	 　補助対象校
	 　申　請　数
	 　 eq \o\ad(補助件数,　　　　　　　　　　　　)
	 　 eq \o\ad(補助金額,　　　　　　　　　　　　)
	

	
	3校
	3校
	3件
	57,288千円

千円
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　私立学校振興助成法第10条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方自治法第 232条の２

６　私立専修学校専門課程質保証・向上事業に対する助成

	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	35,000千円
	30,273千円
	0千円
	

	
	令和５年度
	35,000千円
	29,871千円
	0千円
	

	
	令和４年度
	35,000千円
	30,243千円
	0千円
	


　　私立専修学校の専門課程において、企業等との産学連携の強化、教員の資質向上及び学校関係者評価実施等の推進により、教育内容を充実することで、専修学校の質保証・向上を図るため、申請のあった設置者に対し、企業等との産学連携及び教員研修に要する費用の一部を補助した。
	
	 　補助対象校
	 　申　請　数
	 　 eq \o\ad(補助件数,　　　　　　　　　　　　)
	 　 eq \o\ad(補助金額,　　　　　　　　　　　　)
	

	
	42校
	42校
	42件
	30,273千円
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　私立学校振興助成法第10条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方自治法第 232条の２

７　高等教育の修学支援新制度
 (1) 機関要件の確認

　私立専修学校（専門課程）設置者からの申請に基づき、法令に定める授業料等減免制度の対象となる専門学校の要件（機関要件）を満たしていることを確認した。
	
	年　度
	申　請　校
	確認の辞退
	確認の取消し
	
	

	
	
	
	
	
	対　象　校
	
	

	
	
	
	
	
	
	うちみなし校
	

	
	令和７年度
	136校
	0校
	3校
	139校
	3校
	

	
	令和６年度
	139校
	0校
	0校
	142校
	3校
	

	
	令和５年度
	137校
	0校
	4校
	140校
	3校
	


　  　根拠法令　大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項及び第２項（注４）
（注４）大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第17号）による改正前の大学等における修学の支援に関する法律の規定。
(2) 私立専門学校授業料等減免費補助金
　私立専修学校（専門課程）設置者が、法令に定める授業料等減免対象者に対して授業料等の減免を行った費用に対し、補助を行った。
	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	4,544,524千円
	4,337,852千円
	2,168,926千円
	

	
	令和５年度
	4,725,313千円
	4,489,867千円
	2,244,933千円
	

	
	令和４年度
	4,981,738千円
	4,743,618千円
	2,371,809千円
	


根拠法令　大学等における修学の支援に関する法律第８条第１項及び第10条（注５）
（注５）大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第17号）による改正前の大学等における修学の支援に関する法律の規定。

	
	補助対象校
	申　請　数
	補　助　件　数
	補　助　金　額
	

	
	142校
	140校
	140校
	4,337,852千円
	


　　　　　　
根拠法令　大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項及び第２項（注６）
（注６）大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第17号）による改正前の大学等における修学の支援に関する法律の規定。

８　国庫補助金等交付事務

私立学校に係る私立学校施設整備費補助金等の経由事務は、次のとおりである。

　(1)私立学校施設整備費補助金（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費）

　　　　  １校
12,213千円

(2)私立大学等研究設備整備費等補助金（私立大学等研究設備等整備費）

　　　　  ６校
34,012千円
９　高校生留学支援金（短期派遣）

　　将来の大阪の発展を支える国際的な視野を持った人材を育成するため、外国の高等学校
等に留学する者に対して、留学支援金を支給した。

	年　度
	補助対象校数
	
	

	
	
	
	補助金額
	

	
	
	補助人員
	
	うち特定財源

	令和６年度
	１校
	　９名
	540千円
	540千円

	令和５年度
	１校
	　９名
	540千円
	540千円

	令和４年度
	０校
	　０名
	0千円
	0千円


　　　　　　　　 　根拠法令等　大阪府高校生留学支援金（短期派遣）交付要綱第３条

小中高振興グループ
（管理担当）

１　私立小・中・高等学校の認可、届出の受理及び指導
　　学校法人の設立の認可及び私立小・中・高等学校の設置・廃止等、私立小・中・高等学　校に関する各種の認可を、私立学校審議会の意見を聴いて行うとともに、私立小・中・高　等学校に関する各種の届出事項を受理するほか、私立小・中・高等学校の管理運営等につ　いて指導助言を行い、健全な育成に努めた。

令和６年度認可及び届出件数

	(1) 認可件数
	５７件

	
	学校設置
	　　０件

	
	学校廃止
	　　３件

	
	分校廃止
	　　０件

	
	学科設置
	　　０件

	
	学科廃止
	　　０件

	
	設置者変更
	　　０件

	
	学則変更（収容定員）
	　　３件

	
	学則変更（通信制）
	　 ５件

	
	寄附行為変更
	４５件

	
	合併
	１件

	
	組織変更
	０件


	(2) 届出件数
	２６５件

	
	校長変更
	２０件

	
	位置変更
	　　０件

	
	名称変更
	　　４件

	
	学則変更
	１２９件

	
	校地校舎変更
	　１６件

	
	理事長変更
	　１２件

	
	役員変更
	３６件

	
	登記完了
	　４８件

	
	寄附行為変更
	０件


　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　学校教育法第４、10条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同法施行令第23条、第27条の２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私立学校法第５、30、31、45条（注１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同法施行令第２条（注２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同法施行規則第２、４、13条（注３）
組合等登記令第２、３、６条
（注１）私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第21号）による改正前の私立学校法の規定。
（注２）私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する
政令（令和６年政令第209号）による改正前の私立学校施行令の規定。
（注３）私立学校施行規則の一部を改正する省令（令和６年文部科学省令第21号）による改正前の私立学校法施行規則の規定。
２　私立小・中・高等学校生徒知事賞

　　私立小学校、中学校、高等学校の児童、生徒で、学業に励み優秀な成果をおさめた者に　ついて、卒業時に知事賞を授与した。

	
	区　　分


	受賞児童生徒数

	

	
	小学校
	 　　　　　　　　　　　５人
	

	
	中学校
	 　　　　　　　　　　４０人


	

	
	中等教育学校
	　　　　　　　　　　　　１人
	

	
	高等学校
	 　　全　日　制　　　８２人

 　　通　信　制　　　１１人
	

	
	計
	１３９人
	


（助成担当）
１　私立小・中・高等学校の経常費に対する助成
	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	38,430,789千円
	38,428,659千円
	5,628,912千円
	

	
	令和５年度
	37,239,568千円
	37,236,101千円
	5,495,984千円
	

	
	令和４年度
	37,125,871千円
	37,123,725千円
	5,541,144千円
	


　　学校教育に大きな役割を果たしている私立学校の重要性に鑑み、教育条件の維持向上、

保護者負担の軽減及び経営の健全化を図るとともに、私立小・中・高等学校等の経常的経費について補助した。
	
	 eq \o\ad(区分,　　　　　　　　　　　　)

	 eq \o\ad(補助単価,　　　　　　　　　　　　)

	補 助 金 額


	 　 eq \o\ad(配分方法,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	

	
	 高等学校（全日制）　　　94校
	 　　　　　　　円

         342,100
	 　　　　千円

   30,463,290
	 学校の規模や教職員数、生徒数、財務情報等の非公表状況、役員報酬の額等に応じ、一定の基準に基づいて配分


	

	
	中等教育学校    　　　　　　1校
	前期  　　　 －
	    　 33,215
	
	

	
	
	後期    342,100
	
	
	

	
	 中　学　校　　　　　　  59校
	 277,525
	    5,790,560
	
	

	
	 小　学　校　　　    　　17校
	252,152
	    1,600,157
	
	

	
	 高等学校　狭域通信制　　 8校

広域通信制　　 4校
	平均　　 40,842
	      541,437
	
	

	
	合　　計　　  　　　　　 183校
	
	   38,428,659
	
	


根拠法令等　　私立学校振興助成法第９、10条

２　私立高等学校等の教育振興に資する教育活動に対する助成
	年　度
	予　算　額
	

	
	
	決　算　額
	

	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	50,770千円
	50,626千円
	25,313千円

	令和５年度
	50,770千円
	50,615千円
	25,307千円

	令和４年度
	50,770千円
	50,658千円
	25,328千円


　　私立小・中・高等学校が独自の建学の精神に基づき行っている教育の振興を図るとともに、社会の変化に対応した教育改革に資するため、教育振興に資する教育活動に要する経費について補助した。

　　補助対象校等　　　次世代を担う人材育成の促進事業　　　　　　　　　　８８校
ICT教育環境の整備推進事業　　　　　　　　　　　　 ６４校

教育相談体制の整備事業　　　　　　　　　　　　　１３４校

　　　　　　　　　　　特別支援教育に係る活動の充実事業　　　　　　　　　１７校

根拠法令等　　私立学校振興助成法第10条

３　障がいのある生徒の高校生活支援に対する助成
	年　度
	予　算　額
	

	
	
	決　算　額
	

	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	951千円
	917千円
	458千円

	令和５年度
	951千円
	495千円
	247千円

	令和４年度
	951千円
	357千円
	178千円


　　私立高等学校等において障がいのある生徒の学校生活支援を行うため、学習支援員及び介助員を配置する私立高等学校に対し、その人的配置経費について補助した。
　　補助金交付件数　３件

根拠法令等　　私立学校振興助成法第10条

４　学校経営推進費補助（高等学校課予算計上）
　　校長の学校マネジメントを強化し、学校の教育目標を達成するため、大阪府教育振興基本計画を踏まえて指定する教育課題に対し、ＰＤＣＡサイクルによる高い効果が見込まれる事業計画を提案する高等学校に対して補助した。

　〔令和６年度支援校決定分（３ヵ年事業）〕

　　参加申請件数　　　１件

　　補助金交付件数　　０件　　　　　　　０円

根拠法令等　　私立学校振興助成法第10条

５　高校生留学支援金（短期派遣）

　　将来の大阪の発展を支える国際的な視野を持った人材を育成するため、外国の高等学校等に留学する者に対して、留学支援金を支給した。

	年　度
	補助対象校数
	
	

	
	
	
	補助金額
	

	
	
	補助人員
	
	うち特定財源

	令和６年度
	３校
	　７１名
	3,280千円
	3,280千円

	令和５年度
	１校
	　２９名
	1,740千円
	1,740千円

	令和４年度
	２校
	　３４名
	2,040千円
	2,040千円


　　　　　　　　　　　根拠法令等　大阪府高校生留学支援金（短期派遣）交付要綱第３条

６　国庫補助金等交付事務

　　私立学校に係る理科教育設備整備費等補助金等の経由事務は、次のとおりである。
(1) 理科教育設備整備費等補助金
　　　　　　２０校　　　　　15,827千円

(2) 私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費（私立高等学校等施設高機能化整備費））

　　　　　　１２校　　　　 228,484千円

(3) 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ＩＣＴ教育設備整備推進事業費)
　　　　　　２１校　　　　 165,470千円
(4) 私立学校情報機器整備費補助金
　　　　　　　４校　　　　　11,863千円
(5) 高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金（高等学校DX加速化推進事業）
　　　　１７校　　　　　155,236千円

(6) 私立大学等経常費補助金（私立高等学校等経常費補助（広域の通信制教育の支援））

　　　　　　　４校           70,049千円

　　　　　　　　根拠法令等　　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条

　　　　　　　　　　　　　　　及び同法施行令第17条
（授業料等支援担当）
１　私立高等学校等生徒の授業料支援・減免助成

(1)私立高等学校等授業料支援助成
	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	20,264,978千円
	19,746,765千円
	2,285,782千円
	

	
	令和５年度
	14,524,429千円
	14,234,323千円
	3,385千円
	

	
	令和４年度
	14,527,858千円
	14,241,501千円
	3,045千円
	


　　  私立高等学校等における生徒の就学を容易にし、教育の機会均等を図るため、私立高　　等学校等に在学する府民である生徒に対し、次のとおり学校法人を通じて授業料支援を　　行った。

	区　　分
	補 助 単 価
	補 助 人 員
	補 助 金 額

	全

日

制
	府内校

（94校）

府外校

（13校）


	【令和６年度以降入学生】
630,000円他（Ⅾ）

【令和元年度以降入学生】
204,000円他（Ａ）

481,200円他（Ｂ）

381,200円他（Ｃ）

【令和６年度以降入学生】
630,000円他（Ⅾ）
204,000円他（Ａ）

481,200円他（Ｂ）

381,200円他（Ｃ）


	人

6,468

32,746
17,786

6,520

159

128

100

46
	円

3,887,304,056

6,592,962,814

6,853,251,772

1,975,578,695
83,233,400

18,874,100

39,867,000

18,979,600

	
	
	計
	　　63,953
	19,470,051,437

	通

信

制
	府内校

（11校）

府外校

（５校）
	【令和６年度以降入学生】

3,530円/単位他（Ａ）

7,218円/単位他（Ｂ）

12,030円/単位他（Ｃ）

【令和元年度以降入学生】

1,532円/単位他（Ａ）

【平成28年度以降入学生】

1,532円/単位他（Ａ）
【平成26年度以降入学生】

　1,532円/単位他（Ａ）

5,220円/単位他（Ｂ）

【平成22年度入学生】

1,532円/単位他（Ａ）
【就学支援金旧制度】

　1,532円/単位他（Ａ）
2,814円/単位他（Ｂ）

5,220円/単位他（Ｃ）

【令和６年度以降入学生】

3,530円/単位他（Ａ）

7,218円/単位他（Ｂ）

12,030円/単位他（Ｃ）
	1,250

851

477

2,130

3

3

0
0

0

0

0
31

55

55
	20,802,209

112,083,773
102,593,061

　19,057,439
2,336

2,464

0
0
0

0
0
1,057,750

7,494,060

13,620,871

	
	
	計
	4,855
	276,713,963

	合　　計
	68,808
	19,746,765,400


根拠法令等　　私立学校振興助成法第10条

地方自治法第232条の２
(2)私立専修学校高等課程等授業料支援助成

	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	625,172千円
	609,351千円
	0千円
	

	
	令和５年度
	486,151千円
	477,079千円
	100千円
	

	
	令和４年度
	472,249千円
	462,569千円
	174千円
	


　　  私立専修学校高等課程等における生徒の就学を容易にし、教育の機会均等を図るため、私立専修学校高等課程等に在籍する府民である生徒に対し、次のとおり設置者を通じて

授業料支援を行った。
	区　　分
	補 助 単 価
	補 助 人 員
	補 助 金 額

	専
修
学
校

高
等
課
程
等


	府内校

（28校）

府外校

（５校）


	【令和６年度以降入学生】
630,000円他（Ｄ）
【令和元年度以降入学生】

204,000円他（Ａ）

481,200円他（Ｂ）

381,200円他（Ｃ）
	人

87

2,311
506
121
	円

46,266,300

357,841,848

171,793,066

32,117,984

	
	
	【平成28年度以降入学生】

184,000円他（Ａ）

361,200円他（Ｂ）

261,200円他（Ｃ）
【令和６年度以降入学生】
630,000円他（Ｄ）

204,000円他（Ａ）

481,200円他（Ｂ）

381,200円他（Ｃ）
	0

0
0
1
3
0
0
	0
0
0
630,000

702,000

0
0

	計
	3,029
	609,351,198


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　私立学校振興助成法第10条

地方自治法第 232条の２
(3)私立小・中・高等学校生徒授業料減免助成
	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	7,962千円
	4,805千円
	2,401千円
	

	
	令和５年度
	13,529千円
	7,073千円
	3,379千円
	

	
	令和４年度
	21,605千円
	9,957千円
	4,976千円
	


　　　保護者等の失職、倒産などの家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難とな

った児童・生徒の修学を保障するため、次のとおり学校法人を通じて授業料を減免した。

	
	 　　 eq \o\ad(区分,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 　 eq \o\ad(補助人員,　　　　　　　　　　　　)
	 　 eq \o\ad(補助金額,　　　　　　　　　　　　　　　)
	

	
	高等学校
中学校
小学校
	０人　
９人　

６人　
	0円
3,071,000円
1,733,666円
	

	
	合　　　　計


	　　　　１５人　


	4,804,666円

	


根拠法令等　　私立学校振興助成法第10条

地方自治法第 232条の２
(4)東日本大震災私立学校等授業料等特別減免助成
（予算額は対象全学種合計額。決算額は私立幼稚園分を除く）
	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	960千円
	0千円
	0千円
	

	
	令和５年度
	1,027千円
	0千円
	0千円
	

	
	令和４年度
	1,028千円
	0千円
	0千円
	


　　　生徒等の家計支持者が被災者となり、東日本大震災に起因する事情により授業料の納付が困難となった児童・生徒の修学を保障するため、次のとおり学校法人を通じて授業料を減免した。

	
	 　　 eq \o\ad(区分,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 　 eq \o\ad(補助人員,　　　　　　　　　　　　)
	 　 eq \o\ad(補助金額,　　　　　　　　　　　　　　　)
	

	
	 高等学校
	０人
	 0円
	

	
	専修学校高等課程
	０人
	            　0円
	

	
	 　　　合　　　　計
	０人
	 0円


	


根拠法令等　　私立学校振興助成法第10条

地方自治法第 232条の２
２　私立高等学校等就学支援金（平成22年4月1日法律施行）
(1)私立高等学校等就学支援金

	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	20,866,025千円
	20,032,924千円
	20,025,956千円
	

	
	令和５年度
	21,347,402千円
	20,778,190千円
	20,778,190千円
	

	
	令和４年度
	21,632,456千円
	21,067,102千円
	21,067,013千円
	


(i)私立高等学校等就学支援金交付金
私立高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るため、受給権者たる生徒に代わり代理受領する私立高等学校等の設置者に高等学校等就学支援金を交付した。
【新制度】
	
	 eq \o\ad(区分,　　　　　　　　　　　　)

	交付単価（月額）


	生徒数


	 　交　付　金　額


	

	
	全

日

制
	加算なし
 加算あり
 加算のみ

（97校）
 過年度支給
	9,900 円

33,000 円
23,100 円
	35,546 人

45,179 人

　  20 人


	3,266,523,600 円

14,183,710,986 円
3,026,100 円
1,290,300 円
	

	
	通

信

制
	加算なし

加算あり
加算のみ

（12校）
	4,812 円

12,030 円
7,218 円
 (1単位あたり額)
	4,026 人

9,333 人

4 人


	367,557,943 円
2,123,618,938 円

266,028 円


	

	
	合　　計


	
	94,108 人


	19,945,993,895円
	


【旧制度】令和６年度は対象者なし　
　　　　　　　　　根拠法令等　　高等学校等就学支援金の支給に関する法律第６、７条
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等

　　　　　　　　　　　　　　　　就学支援金の支給に関する法律第７、８条
(ⅱ)私立高等学校等就学支援金事務費交付金

就学支援金の支給に関して行う事務の執行に要する費用に充てるため、私立高等学校等の設置者に事務費交付金を交付した。

	年度
	交付対象校数
	交付金額

	令和６年度
	108校
	86,931千円

	令和５年度
	109校
	81,163千円

	令和４年度
	109校
	95,499千円


根拠法令等　　大阪府私立高等学校等就学支援金事務費交付金交付要綱第３条
　(2) 私立専修学校高等課程等就学支援金

	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	1,161,033千円
	1,155,498千円
	1,155,498千円
	

	
	令和５年度
	1,117,280千円
	1,110,662千円
	1,110,662千円
	

	
	令和４年度
	1,129,108千円
	1,120,577千円
	1,120,577千円
	


(i) 私立専修学校高等課程等就学支援金交付金 
私立専修学校高等課程等における教育に係る経済的負担の軽減を図るため、受給権者たる生徒に代わり代理受領する私立専修学校高等課程等の設置者に高等学校等就学支援金を交付した。
	
	 eq \o\ad(区分,　　　　　　　　　　　　)
	交付単価（月額）
	生 徒 数
	 　交　付　金　額
	

	
	専修学校高等課程等
 　
加算なし

加算あり
過年度支給
	 　   

9,900 円

     33,000 円
	　1,048 人

　2,904 人
	98,356,500円
1,053,182,000円
234,000円
	

	
	（31校）
	
	
	1,151,772,500円
	


根拠法令等    高等学校等就学支援金の支給に関する法律第６、７条
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等

就学支援金の支給に関する法律第７、８条
(ⅱ)私立専修学校高等課程等就学支援金事務費交付金

就学支援金の支給に関して行う事務の執行に要する費用に充てるため、私立専修学校高等課程等の設置者に事務費交付金を交付した。

	年度
	補助対象校数
	補助金額

	令和６年度
	31校
	3,725千円

	令和５年度
	31校
	3,584千円

	令和４年度
	33校
	4,217千円


　　　　　　根拠法令等　　大阪府私立高等学校等就学支援金事務費交付金交付要綱第３条

３　私立高等学校等学び直し支援金
(1) 私立高等学校等学び直し支援金

	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	29,610千円
	22,782千円
	22,782千円
	

	
	令和５年度
	32,397千円
	23,689千円
	23,689千円
	

	
	令和４年度
	27,265千円
	25,540千円
	25,540千円
	


私立高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るため、受給権者たる生徒

　に代わり代理受領する私立高等学校等の設置者に私立高等学校等学び直し支援金を交付

した。
	
	 eq \o\ad(区分,　　　　　　　　　　　　)

	交付単価（月額）


	生徒数


	 　交　付　金　額


	

	
	全

日

制
	加算なし
加算あり
（2校）
	9,900 円

24,750 円
	5 人
2 人
	138,600 円
396,000 円
	

	
	通信

制
	加算なし
加算あり
（11校）
	4,812 円

12,030 円
(1単位あたり額)
	32 人
155 人

	1,498,089 円
20,749,526 円
	

	
	合　　計


	
	194 人


	 　   22,782,215 円
	


根拠法令等　　高等学校等修学支援事業費補助金（学び直しへの支援）交付要綱第３条
　　　　　　　大阪府私立高等学校等学び直し支援金交付要綱第４条
(2) 私立専修学校高等課程等学び直し支援金

	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	6,453千円
	4,852千円
	4,852千円
	

	
	令和５年度
	7,013千円
	5,166千円
	5,166千円
	

	
	令和４年度
	8,806千円
	4,621千円
	4,621千円
	


私立専修学校高等課程等における教育に係る経済的負担の軽減を図るため、受給権者たる生徒に代わり代理受領する私立専修学校高等課程等の設置者に私立学校等学び直し支援金を交付した。
	
	 eq \o\ad(区分,　　　　　　　　　　　　)

	交付単価（月額）


	生徒数


	 　交　付　金　額


	

	
	
	加算なし

加算あり

（14校）
	 9,900円

24,750円


	4人
23 人


	   　   　386,100 円

    　  4,465,500 円


	

	
	合　　計


	
	27 人


	     4,851,600 円
	


根拠法令等　　高等学校等就学支援事業費補助金（学び直しへの支援）交付要綱第３条
　　　　　　　大阪府私立高等学校等学び直し支援金交付要綱第４条
４　私立高等学校等奨学のための給付金
	年　度
	予　算　額
	

	
	
	決　算　額
	

	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	1,981,228千円
	1,876,783千円
	625,593千円

	令和５年度
	1,764,902千円
	1,679,229千円
	559,742千円

	令和４年度
	1,799,327千円
	1,679,684千円
	559,894千円


　　私立高等学校等に在学する全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得者世帯の保護者等に奨学のための給付金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図った。
	学校種
	区分
	支給単価
	生徒数
	支給金額
	

	高等学校
（全日制）

（定時制）
	生活保護世帯
	円
	人
	円
	

	
	
	52,600
	754
	39,660,400
	

	
	非課税世帯(第1子)
	142,600
	6,403
	913,067,800
	

	
	非課税世帯(第2子)
	152,000
	3,997
	607,625,000
	

	
	家計急変世帯
（第1子）
	-

	43
	4,622,609
	

	
	家計急変世帯
（第2子）
	-
	22
	2,799,330
	

	
	制服代加算
	81,000
	1
	81,000
	

	高等学校
（通信制）
	生活保護世帯
	52,600
	552
	29,035,200
	

	
	非課税世帯
	52,100
	2,664
	138,794,400
	

	
	家計急変世帯
	-
	10
	416,798
	

	専修学校
各種学校
	生活保護世帯
	52,600
	238
	12,518,800
	

	
	非課税世帯(第1子)
	142,600
	589
	83,991,400
	

	
	非課税世帯(第2子)
	152,000
	271
	41,192,000
	

	
	家計急変世帯
（第1子）
	-
	5
	558,515
	

	
	家計急変世帯
（第2子）
	-
	0
	0
	

	専攻科
	非課税世帯
	52,100
	48
	2,500,800
	

	
	家計急変世帯
	-
	0
	0
	

	合　計
	
	15,596
	1,876,783,052
	


根拠法令等　高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）交付要綱第３条

大阪府私立高等学校等奨学のための給付金支給要綱第３条
５　私立高等学校等専攻科授業料支援金

	
	年　度
	予　算　額
	
	

	
	
	
	決　算　額
	
	

	
	
	
	
	うち特定財源
	

	
	令和６年度
	23,283千円
	20,523千円
	10,262千円
	

	
	令和５年度
	26,487千円
	17,818千円
	8,909千円
	

	
	令和４年度
	23,568千円
	20,844千円
	10,422千円
	


私立高等学校等専攻科における教育に係る経済的負担の軽減を図るため、受給権者たる生徒に代わり代理受領する私立高等学校等専攻科の設置者に私立高等学校等専攻科授業料支援金を交付した。
	 eq \o\ad(区分,　　　　　　　　　　　　)

	交付単価（月額）


	生徒数


	 　交　付　金　額



	専攻科
	非課税世帯
非課税世帯に準ずる世帯
家計急変世帯

（2校）
	35,600 円

17,800 円
17,800 円
	47 人

43 人

 1 人
	14,168,800 円

 6,319,000 円

    35,600 円

	合計
	
	91 人
	20,523,400 円


根拠法令等　　高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）交付要綱　　　　　　　　第３条、大阪府私立高等学校等専攻科授業料支援金交付要綱第３条
６　私立学校退職金給付事業に対する助成

	年　度
	予　算　額
	

	
	
	決　算　額
	

	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	481,899千円
	481,899千円
	0千円

	令和５年度
	481,715千円
	481,715千円
	0千円

	令和４年度
	483,438千円
	483,438千円
	0千円


私立学校に優秀な教職員を確保し、その定着を図るため、公益財団法人大阪府私学総連合会の退職金給付及び給付積立事業に対して補助した。

　　〔参考〕加入者及び加入人員　　　　　　　　　　   （R7.3.31）

	 　区　　　　分
	 　　加入団体数
	 　　 eq \o\ad(加入教職員数,　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	小・中・高等学校
	88
	
	5,662
	人

	 eq \o\ad(幼稚園,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	387
	
	7,309
	人

	 eq \o\ad(私学団体,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	4
	
	22
	人

	計
	479
	
	12,993
	人


根拠法令等　　地方自治法第232条の２
７　大阪府母校応援ふるさと納税制度
府内私立高等学校等に通う子どもたちの確かな「学び」と「はぐくみ」を支えるため、令和６年度より新たに、府内の私立高校等のさらなる特色や魅力のある教育環境の整備等を支援できるように積立てを行うとともに、広く寄附を呼びかけた。
	年　度
	寄附件数
	寄附額

	令和６年度
	216件
	
13,426,000円


幼稚園振興グループ
１　私立幼稚園等の認可、届出の受理及び指導
学校法人及び私立幼稚園に関する各種の認可事項を私立学校審議会の意見を聴いて行うとともに、私立幼稚園等に関する各種の届出事項を受理するほか、私立幼稚園の管理運営、学校法人化の促進等について指導助言を行った。
　なお、私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第21号）等が令和７年４月１日付けで施行されたことに伴い、改正後の私立学校法等の内容に沿った寄附行為変更認可申請を求め、認可を行った。

　令和６年度認可及び届出等件数

	(1)認可件数
	３０５件

	
	幼稚園廃止
※幼保連携型認定こども園への移行に伴う廃止を含む
	　　２件

	
	園則変更（収容定員）
	　　４件

	
	寄附行為変更
	２９８件

	
	学校法人解散
	１件


	(2)届出件数
	２７０件

	
	園長変更
	２４件

	
	園則変更
	９１件

	
	園地園舎増減
	２０件

	
	役員変更
	９０件

	
	理事長変更
	４３件

	
	寄附行為変更
	　１件

	
	幼稚園休園
	１件


　　　　　　　　　　根拠法令等　　学校教育法第４、10条　
同法施行令第23条、第27条の２
私立学校法第５、30、31、40の5、45、50条（注１）
同法施行令第２条（注２）

同法施行規則第２、４、13条（注３）
組合等登記令第３、６条
（注１）私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第21号）による改正前の私立学校法の規定。
（注２）私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する
政令（令和６年政令第209号）による改正前の私立学校施行令の規定。
（注３）私立学校施行規則の一部を改正する省令（令和６年文部科学省令第21号）による改正前の私立学校法施行規則の規定。

２　私立幼稚園新規採用教員研修事業
　　私立幼稚園新規採用教員に対し、教員の指導力及び資質の向上を図るため研修を行った。
(1)　実施回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　８回
　　　　公私立幼稚園合同研修　　　　　　　　　　　 ８回

(2)　対象者　　　９４２人
３　私立幼稚園の経常費に対する助成　
	年　度
	予 算 額
	補助園数
	
	

	
	
	
	決算額
	

	
	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	5,397,005千円
	132園
	5,396,188千円
	896,442千円

	令和５年度
	6,991,662千円
	159園
	6,991,060千円
	1,145,959千円

	令和４年度
	7,648,772千円
	170園
	7,646,641千円
	1,216,049千円


私立幼稚園の教育条件の維持向上、保護者負担の軽減及び経営の健全化を図るため、幼稚園を設置する学校法人に対し、その運営費について補助した。
この補助は、幼稚園の規模や教員数及び財務等の状況に応じて算出した額を補助額として各学校法人に交付した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　私立学校振興助成法第９条
４　私立幼稚園の教育研究費等に対する助成　
	区　分
	予 算 額
	補助対象園数
	申請数
	補助園数
	決 算 額

	令和６年度
	6,928千円
	１園
	１園
	１園
	6,928千円

	令和５年度
	  7,974千円
	１園
	１園
	１園
	  7,974千円

	令和４年度
	11,253千円
	１園
	１園
	１園
	11,253千円


　　経常費助成を受けない私立幼稚園の教育条件の維持向上及び保護者負担の軽減を図るた
　め、当該幼稚園設置者に対し、直接教育の用に供する教育研究経費について補助した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　地方自治法第 232条の２
５　私立幼稚園の預かり保育事業に対する助成　

	年　度
	予算額
	交付園数
	

	
	
	
	決算額
	

	
	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	393,190千円
	125園
	374,680千円
	185,370千円

	令和５年度
	462,880千円
	151園

	448,250千円
	222,155千円

	令和４年度
	490,080千円
	161園
	462,892千円
	229,485千円


保護者や地域のニーズに弾力的に対応し子育て支援に資するため、幼稚園の預かり保育事業について、幼稚園設置者に対し補助した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　私立学校振興助成法第９条
６　私立幼稚園等の特別支援教育費に対する助成　

	年　度
	予算額
	補助単価
	対象
園児数
	

	
	
	
	
	決算額
	

	
	
	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	1,456,280千円
	784千円
(障がい幼児2人以上、在園児80人未満の園で障がい幼児1人)

392千円
(在園児80人以上の園で障がい幼児1人)
	1,824人
	1,383,400千円
	673,630千円

	令和５年度
	1,284,584千円
	784千円(2人以上)

392千円(1人)
	1,632人
	1,236,164千円
	599,427千円

	令和４年度
	1,212,456千円
	784千円(2人以上)

392千円(1人)
	1,526人
	1,161,076千円
	566,648千円


　　私立幼稚園等における特別支援教育の充実を図るため、心身障がい児を就園させている

幼稚園等を設置する学校法人に補助した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　私立学校振興助成法第９条
７　キンダーカウンセラー事業に対する助成　

	年　度
	予算額
	交付園数
	

	
	
	
	決算額
	

	
	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	42,000千円
	121園
	44,160千円
	22,080千円

	令和５年度
	42,000千円
	124園
	43,870千円
	21,935千円

	令和４年度
	40,500千円
	125園
	43,090千円
	21,545千円


　　私立幼稚園等における幼児教育の充実を図るため、キンダーカウンセラー事業に必要な経費について、幼稚園等設置者に対し補助した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　地方自治法第 232条の２
８　認定こども園整備等に対する助成
子どもを安心して育てることができる体制を整備するため、認定こども園の整備等に要
する費用の一部を市町村及び学校法人に対して補助した。
教育支援体制整備事業交付金（文部科学省）を財源とする事業　

　ア　移行準備支援事業(令和５年度より「園務の平準化支援」を含む)
	年　度
	交付対象
	

	
	
	補助額
	

	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	11学校法人
２設置者（宗教法人・個人）
	4,279千円
	4,279千円

	令和５年度
	9学校法人
	4,872千円
	4,872千円

	令和４年度
	1学校法人
	16千円
	16千円


イ　ＩＣＴ化支援事業

	年　度
	交付対象
	

	
	
	補助額
	

	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	84学校法人
	35,439千円
	35,439千円

	令和５年度
	91学校法人
	54,611千円
	54,611千円

	令和４年度
	103学校法人
	71,108千円
	71,108千円


ウ　幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業
	年　度
	交付対象
	

	
	
	補助額
	

	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	177学校法人
	102,007千円
	102,007千円

	令和５年度
	198学校法人
５設置者（宗教法人・個人）
	113,484千円
	113,484千円

	令和４年度
	185学校法人
６設置者（宗教法人・個人）
	171,778千円
	171,778千円


エ　認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援
	年　度
	交付対象
	

	
	
	補助額
	

	
	
	
	うち特定財源

	令和６年度
	77学校法人
１設置者（個人）
	4,762千円
	4,762千円

	令和５年度
	64学校法人
	3,863千円
	3,863千円

	令和４年度
	60学校法人
	3,386千円
	3,386千円


根拠法令等　　大阪府教育支援体制整備事業費補助金交付要綱

９　国庫補助金等交付事務
　　私立幼稚園に係る私立幼稚園施設整備費補助金等の経由事務は、次のとおりである。
　　○私立学校施設整備費補助金《新築・増築・改築等》　

	年　度
	園　数
	補助額

	令和６年度
	20園
	103,268千円

	令和５年度
	22園
	44,924千円

	令和４年度
	12園
	27,836千円


根拠法令等　私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）交付要綱
10　施設型給付費等負担金　
	年  度
	予算節
	予 算 額
	交付対象
	決 算 額

	令和６年度
	補助金
	5,417,096千円
	43市町村
	4,874,743千円

	
	負担金
	8,163,936千円
	43市町村
	8,036,820千円

	令和５年度
	補助金
	4,399,543千円
	43市町村
	4,240,350千円

	
	負担金
	6,465,335千円
	43市町村
	6,396,653千円

	令和４年度
	補助金
	4,056,158千円
	43市町村
	3,932,646千円

	
	負担金
	5,833,248千円
	43市町村
	5,788,805千円


　　子どもの健やかな成長を支援するため、市町村が支弁する施設型給付費等の支給に要する経費について福祉部子育て支援課を通じて交付した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　子ども・子育て支援法
11　子育て支援施設等利用給付費負担金　
	年  度
	予算節
	予 算 額
	交付対象
	決 算 額

	令和６年度
	負担金
	2,317,773千円
	43市町村
	2,308,494千円

	令和５年度
	負担金
	2,918,254千円
	43市町村
	2,903,504千円

	令和４年度
	負担金
	3,344,965千円
	43市町村
	3,230,032千円


　　令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化に係る費用のうち私学助成園の保育料等の給付に要する費用及び幼稚園で実費徴収されている食事の提供に要する費用の一部について交付した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等　　子ども・子育て支援法

12　性被害防止対策に係る支援事業　
	年度
	予算額
	決算額

	令和６年度
	10,800千円
	1,912千円

	令和５年度
	10,900千円
	0千円　※令和６年度へ繰越


根拠法令等
学校安全特別対策事業費補助金（学校における性被害防止対策に係る支援）交付要綱

令和６年度　　　278千円


令和５年度　　　276千円


令和４年度　　　249千円












